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イベントでの食中毒予防

千 葉 県 習 志 野 保 健 所

(習志野健康福祉センター)

生  活  衛  生  課

1 行事開催届について

本国の説明内容

・行事開催届の目的、概要

1 行事

0提供できる食品、できない食品

・ 出店当日に注意 してほ しいこと
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行事開催届とは

目的

食中毒の発生など食品による健康被害の発生
に備えて、保健所が事前に行事における出店
状況を把握し、取り扱う飲食物や輝供方法に
対して必要な指導を行うこと。
(行事の開催や出店について「保健所が許可する」という性
質のものではありません)
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対象となる行事
1.神社・仏間の 縁日、祭礼

2.公共団体が主催する 市民祭 り、マラプン大会

3.学校、幼稚園等が主催する 学園祭、バザー

4.企業が主催する産業まつり

5.福祉団体、」A、 商工会議所等が主催する 産業まつり、福
祉まつり

6.町内会、自治会等が主催する盆踊 り大会、夏祭 り
等

⇒ これらの行事で不特定多数の方に食品の調
理や販売等をする場合は、行事開催届の対
象となる

行事開催届

・行事を行う日の
おおむね14日 前
までに、開催場
所を管轄する保
健所に提出

・営業許可を所持
している営業者
は、営業許可証
の写しを提出

記入例
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営業と届出

営業として屋台 。露店、キッチンカー、臨時
施設等を設けて食品の調理 。販売を行う場合
は 、

食品営業許
ります。

営業 フ1)ヾ

賃I投

願E■
屋台・露店 キッチンカー 臨時施設

※ 営業に該当する場合やご不安な場合は、お店または住所地
を管轄する保健所にご相談ください。
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2 取 り扱える品目について

取 り扱える品目について

3.営業に該当しない方

「屋台 。露店等での飲食店営業取扱要綱」
に従ってください

× 屋台・露店等での飲食店営業取扱要綱

屋台、露店等での飲食店営業とは、 (中 略)移動
式、組立式等の簡易な施設において、一定の食品
のみを提供する営業をいう。

取 り扱える品目について

1,食品営業許可を取得済みの方

・屋台・露店等での飲食店営業

・ 自動車を利用 して行う営業

・ 臨時施設での飲食店営業
→ それぞれの許可条件の範囲内で営業可能

2.営業届を届出済みの方

営業届出で認められている範囲内で営業可
能

提供できる食品

食べ物 飲み物

・‐ト

いずれか 1品 目の

み

加熱調理

非力目熱調
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提供できる食品

1.加熱調理食品

調理工程が簡易で、客への提供を行う直前
|

加熱調理を行 うもの。
例 |:お でん、焼鳥、たこ焼、いか焼、焼そば、お好み焼、

|ド ッグ類、ラーメン、今川焼、 ドーナッツ、焼だんご
類、焼 まんじゅう類

提供できる食品

2.非加熱調理食品

かき氷、ところてん、アイスクリーム類
(デ ィッシュアップアイス及び押 し出 し式

アイス)

3.そ の他

チョコバナナ、 りんご飴、わたあめ

提供できる食品

飲料

① 缶、瓶、ペットボ トル、ディスペンサー等
に密封充填された清涼飲料水及び酒類を、
その場で開封しコップ等に直接注ぐ。

②①の清涼飲料水同士、酒類同士及び清涼飲
料水と酒類を提供するコップに直接注ぐ。

③ コーヒー、紅茶等を熱湯により抽出し、提
供。

④ ①から③に氷を加えて提供。

提供できない食品

1.米飯類

例 :お にぎり、カレーライス

2.調理パ ン類

例 :サ ンドイッチ、ハンバーガー

3.漬物

例 :き ゅうりの 1本漬け等の浅漬け

4.生食する野菜、鮮魚介類、食肉、卵

5.冷蔵保存を要する生クリーム類及び乳類
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イベントで発生した食中毒は他にも
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提供できない食品 (調理パン類)

探知

患者数

主な症状

調査結果

令和6年 6月 、千葉県内のイベン ト参加者が体調不

良を起こしている旨、保健所に連絡があった。

14人

下痢、吐き気、嘔吐など

患者使及び従事者便からノ餞ウイルスを検出。

患者に共通する食事がこのキッチンカーで提供 さ

れた食事に限られること、患者及び従事者便から

ノロウイルスが検出されたこと等か ら、このキッ

チンカーで調理された食事を原因とする食中毒と

提供できない食品 (米飯類)

探知 令和元年5月 、新潟県内のイベン ト参加者が胃腸
炎症状を訴えている旨、保健所に連絡があった。

26人 (イ ベン ト関係者、関係者家族、来場者 )

嘔吐、下痢、腹痛など

患者便及びおにぎり残品から黄色 ンドウ球菌を検

出。

患者に共通する食事がこのおにぎりに限られるこ

と、患者の便や残品のおにぎりから黄色ブ ドウ球

患者数

主な症状

調査結果

ィ■|、|ず、声が検出されたこと等から、このイベントで提供

鍵■■ |

:れ たおにぎりを原因とする食中毒 と断定 した。
ll

鯛響
・

提供できない食品 (米飯類)

き大会で食中毒
平成30年12月、東京都内

吐 、 0

戯ゞ発症者等からはノロウイル
スが検出されており、・返し
手や整形作業等において餅
ヘノロウイルスが付着し、
食中毒が発生したと推察さ
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提供できない食品 (調理パン類)

サンドバンによる食中毒

イヽ,ベント霊での運〔饉硬鷲期△

下痢、腹痛等の症状が見
られた患者は14人で、患
書や食品からウエルシュ
薗が検出された。

調査において、サンドバ

貿垢鯛題穫足墨;互ふi巌こ
ていたことが判明した。
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提供できない食品 (漬物)

●

冷やしキュウリによる食中毒
平成26年 7月 、静岡県内花火大会の露店で売られ
た浅演けの冷やしキュウリによつて、腸管出血性
大腸菌0-157の集団食中毒が発生した。嘔吐や下
痢等の症状が現れ、発症者は510人となつた。・

冷やしキュウリの製造はワゴン車内で行われてお
り、従業員の手洗いや漬け込み用ポリバケツの洗
浄等が不十分であり、冷やしキュウリの温度管理
も適切に行われていなかつた。

生員の野菜・鮮魚・肉・卵は
提供しない
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提 1共 で き な い賞 品

(生食野菜、鮮魚介類、食肉、
5,日 )
′粂::｀日

′

患者数

主な症状

調査結果

平成28年4月 、東京都内のイベント参加者から体
調不良を起こしている旨、保健所に連絡があった。

609人

下痢、腹痛など

患者使からカンピロバクターを検出。

患者に共通する食事がこのイベントで提供された

食事li限 られることがら、「鶏ささみ寿司」を原

因とする食中毒と断定した。
なお、この営業者は同時開催されていた福岡会場でも出

店し「鶏ささみ寿司」を提供しており、福岡会場でも同

様に体調不良者がいることが判明した。

提供できない食品

姦r蔵
保存を要する生クリーム類及び乳

・ 乳・乳製品は栄養価が高
いため、微生物の増殖 し
やすく、品質が変化 しや
すい。

・牛乳類は全ての食品添加
物の使用が禁止されてい
る。

⇒食品表示にある保存方法
を厳密に守る必要がある
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提供できない食品
(冷蔵保存を要する生クリーム類及び乳

類)    へM"^″″

● 沖縄県衛生環境研究所で行われた実験

・市販の牛乳を室温と冷蔵庫で保管した場合の細菌の変化につ
いて実験

01つ の牛乳を2つ に分け、一方を常温 (29°C)に、他方を冷
蔵庫 (2°C)に保存

・購入後42時間放置した場合の6時間ごとの変化について、以
下の項目を検査

検査項目 :一般細菌数、大腸菌群、酸度

沖縄県衛生環境研究所報 3号から

1/31/2025
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提供できない食品
(冷蔵保存を要する生クリーム類及び乳類)

1.o x 1014

1.0× 1012

1.O X 1010

1.O x 108

1.O x 106

5.0× 104
1.0× 104

1.O x 102

生
菌
数

大腸菌群

一般細菌

....."".…
“
|..,.細 .1大脹霧議鮮“

、ぃ...

一般細菌
(2° C)

(時

0     6     12    18    24    30    36    42晏 1)

沖縄県衛生環境研究所報 3号から
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出店時の注意事項につい

食中毒の分類

③自然毒
(1)動物性

フグ、シガテラ、

麻痺性・下痢性貝毒 等

―
(2)植物性   ¬

`
毒キノコ、有害植物 等

食品衛生のしおりP3～

①細菌

(1)感染型

月さ

機グヽ ② ウイルス

・ノロウイルス

・サポウイルス

・ロタウイルス

腸炎 ビブ リオ、サルモネラ属、 ウエルシュ

(2)毒 素 型

毒素原性大腸菌、ポツ リヌス、プ ドウ球菌、

セ レウス 等

・A型/E型肝炎ウイルス 等

⑤寄生虫

・アニサキス

・クドア

・サルコシスティス

等 d『
~｀

ヽ
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④ 化学物質

・ヒスタミン

・有害性金属

・農薬

●

む

消毒薬、洗剤 等

全ヤネ 1餞
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彦

食中毒 とは
一般的に、飲食物に食中毒菌が付着 して増殖 したり、有害・

有毒な化学物質を含んでいたり、あるいは、容器包装などを
通 じて有害・有毒物質が混入したりしたものを、食べること
によって発生する胃腸炎症状を主とする健康障害のこと。

食中毒として断定されてしまうと…

・営業者の氏名が公表
→新聞・TVで掲載

。営業の禁止・停止処分
・損害賠償責任     など

多くの不利益が発生
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食中毒を防ぐためのポイント

①体調が悪い人は調理を控えましょう !

次の人は調理に従事 しないようにしてください。

・
1墨

モ

体調
や下痢等の胃腸炎症状がある、風邪をひいているなど
の悪い人

に同様の症状がある人

に傷がある人

0家族

・手指

不顕・堕1盛染に要注意 !

L→感染 していても症状を示さない

感染者 の便 中のノ ロウイルスの量

便 lgに 100万個～10億個以上

1庁僣

は 驚i織僣 僣

ノロウイルスは、10～ 100個程度で感染
→患者便 数gで 日本の全国民が感染

手指の傷に要注意 !

黄色ブ ドウ球菌
生活環境に広く分布、化膿巣や咽喉・鼻等

予防①化膿性疾患・咽頭炎症状のある人は調理しない

②清潔な衣服・帽子

③食品は低温で保存

④弁当。おにぎりは十分に

放冷してから包装
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食中毒を防ぐためのポイン ト

②手洗いをしっかりしましょう !

手洗い場に石けん、 ,肖 毒液、ベーパータオルを設置 して くだ
さい。

作業前、 トイレの後、別の作業に移る際には手洗いをして く
ださい。

直接食品に触れる人は使い捨て手袋を使用 し、作業ごとに交枠
昴

ださ
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洗い残 しに要注意 :

・親指まわり

'指の間

指先

・ヽ 爪の間や生え際

しわの部分

手首

※利 き手の洗い残 しに注

■ ● ‐

タ
.頻度か高い

手 背 手撃
田頻度がやや高い

1/31/2025
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食中毒を防ぐためのポイン ト

④ 食品の保存温度をチェックしましょう |

クーラーボックス等に温度計を置いて、食品に応 じた保存温
度を保ってください。

手洗いのタイミング

作業を始める前

トイレの後

食ヽ品に直接触れる作業にあたる直前
・生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物
の汚染源となるおそれのある食品に

触れた後

食中毒を防ぐためのポイント

③ よく加熱しましょう !

提供する食品は、焼 く、揚げるなど

単一の加熱工程で調理が完結するも
のに してください。

朋熱は中心部まで十分に行い、生焼
けに注意 してください。

原材料の状態をチェックし、仕込み
は衛生的な調理場で行い、当日に
行ってください。

′0



1/31/2025

′|

食中毒を防ぐためのポイント

⑤食器は清潔に保管しましょう !

食器等は使い捨てのものを使い、ほこりや砂を避けて保管し
てください。

食中毒を防ぐためのポイン ト

⑥持ち帰らず、その場で飲食を !

調理 した食品は、7寺 ち帰らずその場で食べるように購入者に
案内してください。

び

伊
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⑦食物アレルギーに関する情報提供をしま
し
'ょ

う !

食品に合まれるン'レ ルケン (小麦、そば、卵、乳、落花生、
えび、かに、 くるみ等)を把握 し、購入者に情報提供を して
ください。

包装品販売のときは、アレルゲン等を含めた食品表示をして
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濃攣ソース

罐調配1匿∋ il唸撤(ぶどう糖果柵ijl贅 |】含、
砂糖)、 醸造酢(國内製造)、 野菜。県実
(トマト、たまねぎ、りんご、その他)、

醤油、食塩、アミノ酸液、香辛料、オ
イスターエキス、肉エキス、カラメル
ソース砂 糖)、 かつお風昧渕昧料、

・

□―スト醤油調昧料、員IEキス、|こ ん
にくコ11キ スパウダ….魚肉エキス、

キス、地布 /メ ;ね シメチ|ノ 〔‖し夕lき 、
リンド)、でんぶん、タマ

ノ酸等)、
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會有アレルギー物質 (推奨品目書む)

食中毒を防ぐためのポイント

③ 関係者の目が届くようにしましょう !

衛生管理全般を取 り仕切る食品取扱責任者を設置 してくださ
い。

食品への異物等の混入や いたず らを防止す るため、食品 を取

り扱 う場所 には必ず関係者を配置するよ うに して くだ さい。

ヽ
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r

裂襄者

ヘーコン
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食中毒を防ぐためのポイント

⑨施設を衛生的に管理しましょう !

施設及びその周辺は、よく清掃し、常に衛生上支障のないよ
う保持 してください。

施設には、不必要な物品を置かないでください。

．
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行事における施設 。設備チェックリスト (例 )

テント、三方を囲う幕、作業台、調理器具等

18リ ットル以上の貯水タンク

18リ ットル以上の廃水タンク

手洗い。洗浄シンク

液体せっけん、ペーパータオル、手指消毒剤と、それらを入れるための保管庫

温度計付き冷蔵・冷凍設備 〈クーラーボックス等)       .
食材を入れる保管庫

お皿等をいれる保管庫

蓋つきごみ箱

夜間に開催する場合は、照明設備

食中毒を1防 ぐためのポイント

⑩ お店の規模や調理能力に見合った提供数に
しましょう |

議案智雪寧Fえ
た作業量の増加は食中毒等の リスク増大につ

設備や調理員数を考慮 し、無理のない範囲で調理提供をお願
いします。

細菌性食中毒予防三原則

・体調が悪い人は調理を控えましょう

。手洗いをしっかりしましょう

。食器は清潔に保管しましょう

。関係者の目が届くようにしましょう

`食
品の保存温度をチェックしましょう

・ 持ち らず を

1 つけない

やさないう
乙

よく加熱 しましょう

3 やっつける

■

`



ノロウイルス食中毒予防四原則

・ 汚染の恐れのある二枚貝などの食品は、中心部が85°C～ 90°Cで 90
し ま

1 やっつける

・下痢や嘔吐などの症状のある方は、食品を直接取り扱う作業をしない

2持ち込まない

・ トイレの後、調理を行う前、食事の前、患者の汚物処理などを行った後に

はよく手洗いをしましょう

。調理器具などは使用後に十分に洗浄、消毒をしましょう

3つ けない

・ 嘔吐物などの汚物は適切に処理しましょう

。調理場所、 トイレ等は定期的に清掃、消毒をしましょう

な tヽ4拡 |
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